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目

次

規

則
島
根
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
農

業

経

営

課
）

一

告

示
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
指
定

（
障
害
者
福
祉
課
）

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
農

村

整

備

課
）

二

保
安
林
の
指
定

（
森

林

整

備

課
）

二

解
除
予
定
保
安
林
（
二
件
）

（

〃

）

三

道
路
の
区
域
の
変
更

（
道

路

維

持

課
）

三

道
路
の
供
用
開
始

（

〃

）

五

公

告
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

対

策

課
）

五

公
安
規
則

ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
利
用
カ
ー
ド
自
動
販
売
機
設
置

等
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し

◇
島
根
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
七
六
号
）

一

規
則
の
概
要

入
学
試
験
に
お
い
て
行
う
筆
記
試
験
の
一
部
免
除
の
要
件
の
う
ち
、
受
験
者
の
出
身
地
を
管

轄
す
る
隠
岐
支
庁
の
長
又
は
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
長
の
推
薦
を
削
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
十

条
関
係
）

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

規

則

島
根
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
規
則
第
七
十
六
号

島
根
県
立
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
立
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
七
年
島
根
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
出
身
高
等
学
校
の
長
の
推
薦
が
あ
り
、
か
つ
、
出
身
地
を
管
轄
す
る
隠
岐
支
庁
の

長
又
は
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
長
の
推
薦
の
あ
る
も
の
」
を
「
出
身
高
等
学
校
の
長
の
推
薦
が
あ
る
も
の
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

島
根
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
島
根
県
規
則
第
十
七

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
四
七
三
号

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

（
火
曜
日
）
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平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

次
に
掲
げ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
は
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

八
束
郡
八
雲
村
大
字
熊
野
一
三
二
七
の
二
、
一
三
二
七
の
三
、
一
三
四
三
の
二
、
一
三
七
五
、
一
三

七
七
、
三
三
六
二
、
三
五
七
六
、
五
四
八
五
、
五
四
八
七
、
五
四
八
八
、
五
五
一
一
の
一
、
五
五
一

四
、
五
五
一
六
か
ら
五
五
一
八
ま
で
、
五
五
二
〇
、
五
五
二
一
、
五
五
二
五
、
五
五
二
六
、
五
六
四

六
の
一
、
五
六
四
七
、
五
七
五
九
の
一
、
五
七
七
九
の
二
、
五
七
八
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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従
事
す
る
医
療
機
関

医
師
の
氏
名

診
療
科
目

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

山

聖
児

内
科

益
田
赤
十
字
病
院

益
田
市
乙
吉
町
イ
一
〇

三－

一

平
成
十
五
年
五
月

十
三
日

鈴
木

賢
二

外
科

仁
多
町
立
仁
多
病

院

仁
多
郡
仁
多
町
大
字
三

成
一
六
二
二－

一

〃

事

業

名

完

了

年

月

日

都
治
地
区
（
第
二
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事
業
）
平
成
十
五
年
三
月
十
二
日

事

業

名

完

了

年

月

日

美
川
西
地
区
（
第
一
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事

業
）

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日

美
川
西
地
区
（
第
二
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事

業
）

平
成
十
四
年
八
月
二
十
八
日

美
川
西
地
区
（
第
三
工
区
）
区
画
整
理
事
業
（
県
営
ほ
場
整
備
事

業
）

平
成
十
四
年
八
月
十
九
日
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（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
八
雲
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
佐
田
町
大
字
高
津
屋
字
朝
日
四
九
六
の
二
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
五
百
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
佐
田
町
大
字
原
田
一
一
七
六
の
三
、
一
一
七
八
の
六
、
一
一
七
八
の
九
、
一
一
七
八
の
一
一
、

一
一
七
八
の
一
四
、
一
一
七
八
の
一
六
、
一
一
七
八
の
一
七
、
一
一
八
一
の
二
か
ら
一
一
八
一
の
四

ま
で
、
一
一
八
一
の
七
、
一
五
六
五
の
四
、
一
五
六
五
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
五
百
一
号

道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
又
は
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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道

路

の

区

域

道
路
の
種
類

路

線

名

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
又
は
土
木
事
務
所

の
名
称

備

考

区

間

変
更
前

後
の
別

敷

地

の

幅

員

延

長

Ａ

メ
ー
ト
ル

三

五
〇
〜八

〇
〇

メ
ー
ト
ル

六
二
五

〇
〇

道
路
改
良
工
事

前

一
般
国
道

四
百
三
十
二
号

能
義
郡
広
瀬
町
殿
町
二
五
三
二
番
地
先
か
ら
同
町
祖
父

谷
丁
五
〇
九
番
三
地
先
ま
で

Ｂ

一
五

〇
〇
〜

三
〇

〇
〇

四
九
五

〇
〇

広
瀬
土
木
事
務
所

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ
解
消
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島
根
県
告
示
第
五
百
二
号

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
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後

Ｂ

一
五

〇
〇
〜

三
〇

〇
〇

四
九
五

〇
〇

町
道
移
管

前

七

〇
〇
〜

一
六

〇
〇

一
八
三

三
〇

〃

〃

二
百
六
十
一
号

邑
智
郡
桜
江
町
大
字
谷
住
郷
五
〇
四
二
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
三
〇
二
六
番
四
地
先
ま
で

後

二
〇

〇
〇

一
八
三

三
〇

拡
幅

Ａ

六

〇
〇
〜

二
二

〇
〇

三
四
六

〇
〇

川
本
土
木
建
築
事
務
所

〃

前

〃

三
百
七
十
五
号

邑
智
郡
邑
智
町
大
字
別
府
四
九
四
番
四
地
先
か
ら
同
大

字
六
七
三
番
四
地
先
ま
で

Ｂ

一
二

〇
〇
〜

九
二

〇
〇

二
五
八

〇
〇

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ
解
消

後

Ｂ

一
二

〇
〇
〜

九
二

〇
〇

二
五
八

〇
〇

町
道
移
管

前

四

〇
〇
〜八

〇
〇

七
三

〇
〇

〃

能
義
郡
伯
太
町
大
字
東
母
里
二
八
一
番
三
地
先
か
ら
同

大
字
二
一
八
四
番
三
地
先
ま
で

後

一
一

〇
〇
〜

一
五

〇
〇

六
八

〇
〇

拡
幅

前

Ａ

四

〇
〇
〜

一
〇

〇
〇

一
三
五

〇
〇

〃

県

道

溝
口
伯
太
線

能
義
郡
伯
太
町
大
字
東
母
里
二
一
八
四
番
三
地
先
か
ら

同
大
字
一
七
一
三
番
一
地
先
ま
で

Ａ

四

〇
〇
〜

一
〇

〇
〇

一
三
五

〇
〇

広
瀬
土
木
事
務
所

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関
係

図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の

区
分
を
い
う
。

後

Ｂ

一
七

〇
〇
〜

五
三

〇
〇

一
二
〇

〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

前

五

〇
〇
〜六

〇
〇

三
〇

〇
〇

〃

能
義
郡
伯
太
町
大
字
東
母
里
一
七
一
三
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
二
四
八
〇
番
一
地
先
ま
で

後

一
二

〇
〇
〜

二
八

〇
〇

三
〇

〇
〇

拡
幅
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条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
又
は
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

公

告

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
松
江
国
道
事
務
所
長

か
ら
次
の
と
お
り
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域

安
来
市
吉
佐
町
〜
八
束
郡
玉
湯
町
地
内
（
一
般
国
道
九
号
敷
地
内
）

二
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域

八
束
郡
玉
湯
町
〜
出
雲
市
芦
渡
町
地
内
（
一
般
国
道
九
号
敷
地
内
）

三
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域
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道
路
の
種
類

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

延

長

供
用
開
始
年
月
日

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
又
は
土
木
事
務
所

の
名
称

備

考

一
般
国
道

二
百
六
十
一
号

邑
智
郡
桜
江
町
大
字
谷
住
郷
五
〇
四
二
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
三
〇
二
六
番
四
地
先
ま
で

メ
ー
ト
ル

一
八
三

三
〇

平
成
十
五
年
五
月
三

十
日

川
本
土
木
建
築
事
務
所

県

道

溝
口
伯
太
線

能
義
郡
伯
太
町
大
字
東
母
里
二
四
八
〇
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
二
八
一
番
三
地
先
ま
で

二
二
〇

〇
〇

平
成
十
五
年
五
月
二

十
七
日

広
瀬
土
木
事
務
所

〃

多
伎
江
南
出
雲
線

出
雲
市
今
市
町
一
一
六
九
番
三
地
先
か
ら
同
町
四
五
一

番
地
先
ま
で

六
三
〇

〇
〇

〃

出
雲
土
木
建
築
事
務
所

〃

吉
田
瑞
穂
線

邑
智
郡
瑞
穂
町
大
字
淀
原
一
〇
四
番
地
先
か
ら
同
町
大

字
鱒
渕
二
番
四
地
先
ま
で

五
〇
〇

〇
〇

平
成
十
五
年
五
月
三

十
日

川
本
土
木
建
築
事
務
所

〃

〃

邑
智
郡
瑞
穂
町
大
字
下
田
所
一
二
二
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
一
三
一
番
一
地
先
ま
で

八
六

〇
〇

〃

〃



（ 6 ）

出
雲
市
芦
渡
町
〜
大
田
市
長
久
町
地
内
（
一
般
国
道
九
号
敷
地
内
）

四
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域

大
田
市
長
久
町
〜
邇
摩
郡
温
泉
津
町
福
波
地
内
（
一
般
国
道
九
号
敷
地
内
）

五
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域

飯
石
郡
赤
来
町
上
赤
名
〜
飯
石
郡
掛
合
町
地
内
（
一
般
国
道
五
十
四
号
敷
地
内
）

六
（ ）一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
一
級
基
準
点
測
量
）

（ ）二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で

（ ）三

作
業
地
域

飯
石
郡
掛
合
町
〜
八
束
郡
宍
道
町
地
内
（
一
般
国
道
五
十
四
号
敷
地
内
）

公

安

委

員

会

規

則

ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
利
用
カ
ー
ド
自
動
販
売
機
設
置
等
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
15年

5
月
27日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

古
章

島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
9
号

ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
利
用
カ
ー
ド
自
動
販
売
機
設
置
等
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
ダ
イ
ヤ
ル
等
利
用
カ
ー
ド
自
動
販
売
機
設
置
等
の
届
出
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
9
年

島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
5
条
の
見
出
し
を
「
（
立
入
調
査
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
立
入
調
査
員
」
を
「
立
入
調
査
等
を

行
う
警
察
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
2
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
1
項
を
加
え
る
。

条
例
第
27条
第
2
項
に
規
定
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査
等
を
行
う
警
察
職
員
の
指
定
等
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
定
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
15年

5
月
27日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

古
章

島
根
県
公
安
委
員
会
規
則
第
10号

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

島
根
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
代
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
14年
島
根
県
公
安
委
員
会

規
則
第
3
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
の
項
中

「
第
17条
第
2
項

変
更
及
び
廃
止
届
出
の
受
理

」

を「
第
17条
第
2
項

変
更
及
び
廃
止
届
出
の
受
理

第
27条
第
2
項

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査
等

」

に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日
印
刷

平
成
十
五
年
五
月
二
十
七
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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